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B
e
パ
レ
ッ
ト
ふ
じ
と
は
？

富
士
市
地
域
産
業
支
援
セ
ン
タ
ー
の
愛
称

で
、
市
内
の
事
業
者
や
市
内
で
起
業
を
希
望

す
る
人
を
対
象
に
、
経
営
全
般
に
係
る
支
援

を
伴
走
し
な
が
ら
行
う
総
合
相
談
窓
口
で
す
。

ど
ん
な
支
援
を
し
て
い
る
の
？

支
援
内
容

販
路
開
拓
、
経
営
の
安
定
・
革
新
、
I
T
・

D
X
、
新
産
業
・
新
製
品
創
出
、
資
金
調

達
、
起
業
・
創
業
、
事
業
継
承
、
事
業
創

出
、
マ
ッ
チ
ン
グ
、
そ
の
他
経
営
上
の
課

題　
な
ど

支
援
形
式

よ
ろ
ず
相
談
／
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
窓
口
で
の
待

受
型
相
談

プ
ッ
シ
ュ
型
支
援
／
企
業
・
現
場
訪
問
型
支

援
主
催
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催

希
望
に
応
じ
た
各
種
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催

相
談
で
き
る
日
時　
月
～
金
曜
日（
祝
休
日
、

年
末
年
始
を
除
く
）

①
9
時
30
分
～ 

②
11
時
～ 

③
13
時
～

地
域
経
済
の
活
性
化
の
た
め
、
市
と
地
域
の
産
業
支
援
機
関
の
連
携
に
よ
る

オ
ー
ル
富
士
市
の
体
制
で
、
地
域
に
根
差
し
た
事
業
者
支
援
を
行
う
「
B
e

パ
レ
ッ
ト
ふ
じ
」。事
業
者
や
起
業
希
望
者
の
皆
さ
ん
、ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問 合 せ

免
除
・
納
付
猶
予
制
度
の
ご
利
用
を

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
と
き
は

富
士
年
金
事
務
所（
〒
4
1
6-

8
6
5
4　
横
割
3-

5-

33
）

☎（
61
）1
9
0
0

国
保
年
金
課 

国
民
年
金
担
当
（
市
役
所
3
階
）

☎（
55
）2
7
5
5　
5（
51
）2
5
2
1

お知らせ

国
民
年
金
第
1
号
被
保
険
者
で
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
人
は
、
国
民
年

金
保
険
料
免
除
・
納
付
猶
予
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

要
が
あ
り
ま
す
。
申
請
に
は
必
ず
雇
用
保
険

被
保
険
者
離
職
票
ま
た
は
雇
用
保
険
受
給
資

格
者
証
な
ど
の
離
職
日
を
証
明
す
る
書
類
の

写
し
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
方
法

国
保
年
金
課
ま
た
は
富
士
年
金
事
務
所
に

申
請
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

持 
ち
物
／
基
礎
年
金
番
号
が
分
か
る
も
の（
年

金
手
帳
等
）、
免
許
証
等
の
身
分
証
明
書
、

雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票
等
の
写
し（
失

業
を
理
由
と
す
る
場
合
）

注
意
事
項
／

• 

7
月
か
ら
翌
年
6
月
ま
で
を
1
年
度
と
し

て
申
請
で
き
ま
す
。

• 

申
請
日
か
ら
2
年
1
か
月
前
ま
で
の
期
間

に
つ
い
て
さ
か
の
ぼ
っ
て
免
除
申
請
が
で

き
ま
す
。

•
原
則
、
毎
年
申
請
が
必
要
で
す
。

免
除
制
度

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
人
は
、
申
請
し

て
認
め
ら
れ
る
と
保
険
料
の
納
付
が
全
額
、

も
し
く
は
一
部
免
除
さ
れ
ま
す
。

対

象
／
本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
の
所
得

が
一
定
以
下
の
人

※ 

一
部
免
除
で
承
認
さ
れ
た
人
は
、
減
額
さ

れ
た
保
険
料
を
納
付
し
な
い
と
、
そ
の
期

間
の
免
除
は
無
効
（
未
納
と
同
じ
）
に
な

り
ま
す
。

納
付
猶
予
制
度

保
険
料
の
納
付
が
困
難
で
、
納
付
に
猶
予

が
必
要
な
人
は
、申
請
し
て
認
め
ら
れ
る
と
、

保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

対

象
／
本
人
及
び
配
偶
者
の
前
年
所
得
が

一
定
以
下
で
20
歳
以
上
50
歳
未
満
の
人

★
失
業
を
理
由
と
す
る
申
請
に
つ
い
て

失
業
し
た
人
の
前
年
所
得
を
除
外
し
て
審

査
を
行
い
ま
す
。
申
請
年
度
の
前
年
1
月
1

日
以
降
に
離
職
日
が
あ
る
人
が
対
象
で
す
。

例
え
ば
、
令
和
4
年
度
の
申
請
の
場
合
、
令

和
3
年
1
月
1
日
以
降
に
離
職
し
て
い
る
必

お知らせ

④
14
時
30
分
～ 

⑤
16
時
～

（
１
回
当
た
り
60
分
程
度
）

※
相
談
は
原
則
事
前
予
約
制
。

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご
活
用
く
だ
さ
い

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
て
、
無
料
相
談
予
約
を

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
各
種
イ
ベ

ン
ト
・
セ
ミ
ナ
ー
な
ど
、
事
業
者
の
皆
さ
ん

に
と
っ
て
有
益
な
コ
ン
テ
ン
ツ
を
配
信
し
て

い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

相
談
の
予
約
方
法

❶�

以
下
の
Q
R
コ
ー
ド
に
ア

ク
セ
ス

❷�

ペ
ー
ジ
中
段
カ
レ
ン
ダ
ー
か
ら
相
談
希
望

日
・
時
間
帯
を
選
択
す
る

❸
お
客
様
情
報
を
入
力

❹�

予
約
申
請
完
了
（
担
当
者
が
予
約
確
定
の

メ
ー
ル
を
送
り
ま
す
）

※ 

直
前（
2
日
以
内
）の
予
約
を
希
望
す
る
場

合
は
、電
話
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▲ 日本年金
機構ウェ
ブサイト

令
和
4
年
度
分
の
申
請
受
付

令
和
4
年
度
分（
令
和
4
年
7
月
～
令

和
5
年
6
月
分
）の
免
除
申
請
は
、
7
月

1
日（
金
）か
ら
受
け
付
け
ま
す
。

幅
広
い
経
営
課
題
に
対
し
、各
種
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
が
解
決
を
手
伝
い
ま
す
。

ま
ず
は
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。


